
牧之原市総合健康福祉センター「さざんか」使用料改定について

　日頃より、牧之原市総合健康福祉センター「さざんか」をご利用いただき誠にありがとうございます。

　令和元年10月1日からの消費税率の引き上げに伴い、市公共施設において使用料の改定を行います。

「さざんか」の使用料については、10月1日使用分より以下のとおりとなりますので、ご利用される皆様に

おかれましては、何卒ご理解のほどよろしくお願いします。

　なお、ご不明な点がありましたら長寿介護課までお問い合わせください。

備考

1 午前8時30分から午後5時までの使用の場合の使用料は、時間区分①及び②の合計額。

午後1時から午後9時までの使用の場合の使用料は、時間区分②及び③の合計額。

午前8時30分から午後9時までの使用の場合の使用料は、時間区分①、②及び③の合計額とする。

2 冷暖房設備を使用する場合の使用料は、当該使用料に2分の1に相当する額を加算する。

3 使用料については、消費税及び地方消費税を含む。

　　

1,100円 1,650円

1,100円 1,100円 1,650円

550円 550円 880円

会議室

全室 1,650円

ふれあいホール 1,100円

多目的室

栄養指導室

1 550円 550円 880円

( 令和元年10月1日改定）

550円 550円 880円

1,650円 2,640円

    牧之原市総合健康福祉センターさざんか内

                         長寿介護課

                      0548-23-0076

名称＼時間区分

① ② ③

午前8時30分から
午後1時まで

午後1時から
午後5時まで

午後5時から
午後9時まで

2 550円 550円 880円

3


